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(57)【要約】
【課題】本発明は、様々なドアのバックセット規格に対
応してバックセット距離を調節することのできる、バッ
クセットが調節可能なロック装置に関する。
【解決手段】本発明によるバックセットが調節可能なロ
ック装置は、ラッチ１０と、ラッチ１０に嵌合するホル
ダと、ホルダが嵌め込まれる本体と、を備えている。本
体は、レバーの回転と連動されるカム６０と、カム６０
の回転とは反対の方向に回転するリンクアーム５０と、
リンクアーム５０の回転とは反対の方向に回転するアー
ム７０と、ホルダとともに移動するホルダストッパ２５
と、を備えている。
【選択図】　　　図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラッチ、前記ラッチに嵌合するホルダ及び前記ホルダが嵌め込まれる本体を備えるロッ
ク装置において、
　前記本体は、
　レバーの回転と連動されるカムと、
　前記カムの回転とは反対の方向に回転するリンクアームと、
　前記リンクアームの回転とは反対の方向に回転するアームと、
　前記ホルダとともに移動するホルダストッパと、
　を備えて、
　前記レバーの正方向への回転に際して、前記カムに配設された第１のカム突出部が前記
リンクアームの第１の接触面を押して前記リンクアームが回転すると、前記リンクアーム
に配設されたリンクアームストッパが回転して、前記リンクアームストッパにより移動が
阻止された前記ホルダストッパが前記リンクアームストッパと引っ掛からない状態となり
、前記リンクアームストッパが回転し続けて前記アームの第１の面を押すと、前記アーム
が回転して前記アームの第２の面が前記ホルダストッパを押して前記ホルダが前記本体に
入り込むことを特徴とするロック装置。
【請求項２】
　前記カムの回転に連動するカウンタアームを更に備えて、
　前記レバーの逆方向への回転に際して、前記カムに配設された第２のカム突出部が前記
カウンタアームの第１の面を押すと、前記カウンタアームが回転しながら前記カウンタア
ームの第２の面が前記リンクアームの第２の接触面を押して前記リンクアームが回転する
と、前記リンクアームに配設されたリンクアームストッパが回転して、前記リンクアーム
ストッパにより移動が阻止された前記ホルダストッパが前記リンクアームストッパと引っ
掛からない状態となり、前記リンクアームストッパが回転し続けて前記アームの第１の面
を押すと、前記アームが回転して前記アームの第２の面が前記ホルダストッパを押して前
記ホルダが前記本体に入り込むことを特徴とする請求項１に記載のロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドアロック装置に係り、更に詳しくは、様々なドアのバックセット規格に対
応してバックセット距離を調節することのできる、バックセットが調整可能なドアズーム
アップラッチ及びそれを備えたデジタルドアロック装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ドアに配設されるロック装置又はドアラッチは、ドアの内側の側面に設けられ
てドアの外側レバータイプ又は丸い球状ハンドルの回転により前進又は後進するラッチボ
ルトユニットを備える。このとき、ラッチボルトユニットの前進とは、ドアの外側に飛び
出る動きのことをいい、ラッチボルトユニットの後進は、ドアの内側に入り込む動きのこ
とをいう。
【０００３】
　このようなラッチボルトユニットは、前端部の一部が丸められるように傾設されて前進
されている状態で、レバーの操作なしにドアが閉じても、傾斜面が敷居又は壁面と接触し
て自然に後退することにより、自然にドアが閉じる。
【０００４】
　ドア枠又は壁面には、ラッチボルトユニットが嵌合するラッチボルトユニット嵌合溝が
凹設され、このような構造により、ドアが閉じると、ラッチボルトユニットがラッチボル
トユニット嵌合溝に嵌合するが、レバーを回していない状態でドアを閉じても、上述した
ように、ラッチボルトユニットがドア枠又は壁面により押されて自然に後進し、ドア枠又
は壁面に凹設されたボルト嵌合溝のところまでくると、内蔵されたばねなどの弾性により
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再び外側に前進してドアの閉状態を維持することができる。
【０００５】
　このようにドアが閉じた状態でロック装置を作動させると、外部からはレバーを回して
ドアを開けることができない。このとき、ロックの解除のためには、ドアの内部において
ロックの解除操作をしたり、ドアの外部からキーでロック状態を解除したりせねばならな
い。
【０００６】
　しかしながら、ラッチボルトユニットに傾斜面が存在するが故に、外部から戸のすき間
にプラスチックカードやその他の部材を強制的にはめ込んでラッチボルトユニットを強制
的に後退させることができるため、外部の侵入者によりロック状態が強制的に解除されて
安全性が低下するという問題が発生する。
【０００７】
　ドアは、左腕方向に開く左手ドアと、右腕方向に開く右手ドアと、に分けられ、ドアラ
ッチロック装置は、配設に当たって、左手ドア又は右手ドアに応じて配設方向が反対とな
るため、ドアラッチに対してレバーの回転方向が反対に変わる。
【０００８】
　このため、単一方向のドアラッチは左手ドア用及び右手ドア用に分けられて、設置及び
用途に制約が伴う。
【０００９】
　ドアロックを出入口ドアに設置するに当たっては、出入口ドアに設置用孔を形成するが
、このとき、一般に、出入口ドアとしては、その周縁から設置用孔の中心までの距離、す
なわち、バックセット（Ｂａｃｋ Ｓｅｔ）が約６０ｍｍ又は約７０ｍｍになるように規
格化された２種類の出入口ドアが広く用いられている。
【００１０】
　このため、様々なドアのバックセット規格に応じてドアラッチをそれぞれ別々に備え鳴
ければならないという不都合があるが故に、異なるバックセットの規格を有するように製
作される出入口ドアに区別なしに設置して使用できるようにするためには、バックセット
調整機能（Ａｄｊｕｓｔａｂｌｅ Ｂａｃｋｓｅｔ）がドアラッチに求められるが、バッ
クセット調整機能付きドアラッチは未だ開発されていないのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－２０５１１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、ドアの様々
なバックセット規格に対応してバックセット距離を調節することのできるロック装置を提
供することにある。
【００１３】
　本発明の他の目的は、左手ドア及び右手ドアによる正方向及び逆方向の回転を両方とも
行うことのできるロック装置を提供することにある。
【００１４】
　本発明の更に他の目的は、デッドボルト機能及びラッチボルト機能を同時に行うことの
できるロック装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　このために、本発明によるバックセットが調整可能なロック装置は、ラッチと、前記ラ
ッチに嵌合するホルダと、前記ラッチと前記ホルダとの間に配設される弾性部材と、前記
ラッチに嵌合して前記ホルダに締め付けられて前記ラッチを前記ホルダに固定するズーム
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ガイドと、を備える。
【００１６】
　また、本発明によるロック装置は、ラッチ、前記ラッチに嵌合するホルダ及び前記ホル
ダが嵌め込まれる本体を備えるロック装置であって、前記本体は、レバーの回転と連動さ
れるカムと、前記カムの回転とは反対の方向に回転するリンクアームと、前記リンクアー
ムの回転とは反対の方向に回転するアームと、前記ホルダとともに移動するホルダストッ
パと、を備えて、前記レバーの正方向への回転に際して、前記カムに配設された第１のカ
ム突出部が前記リンクアームの第１の接触面を押して前記リンクアームが回転すると、前
記リンクアームに配設されたリンクアームストッパが回転して、前記リンクアームストッ
パにより移動が阻止された前記ホルダストッパが前記リンクアームストッパと引っ掛から
ない状態となり、前記リンクアームストッパが回転し続けて前記アームの第１の面を押す
と、前記アームが回転して前記アームの第２の面が前記ホルダストッパを押して前記ホル
ダが前記本体に入り込むことを特徴とする。
【００１７】
　更に、本発明によるロック装置は、ラッチ、前記ラッチに嵌合するホルダ及び前記ホル
ダが嵌め込まれる本体を備えるロック装置であって、前記本体は、前記ホルダに連動する
タイムロックを備えて、レバーの回転につれて前記ホルダが前記本体の内部に移動すると
、前記ホルダに接触されているタイムロックが前記ホルダのレールに沿ってレールの端部
まで移動し、レバーを離すと、前記ホルダが前記本体の外部に突出されて前記タイムロッ
クが前記レールの端部からタイムロック係止爪の第１の面を通って前記タイムロック係止
爪の第２の面に引っ掛かることを特徴とする。
【００１８】
　更にまた、本発明によるロック装置は、ドアの内壁に配設される内側レバー固定具、前
記内側レバー固定具に回転自在に取着された内側レバー及び前記内側レバー固定具の中心
に配設された内側回転バーを有する内機と、ドアの外壁に配設される外側レバー固定具、
前記外側レバー固定具に回転自在に取着された外側レバー及び前記外側レバー固定具の中
心に配設された外側回転バーを有する外機と、前記内側レバー及び前記外側レバーの回転
に連動するロック装置と、を備えて、前記ロック装置に配設された連動孔に前記内側回転
バー及び前記外側回転バーが嵌まり込むと、前記連動孔に設けられた第１の電源／信号端
子と、前記内側回転バー及び前記外側回転バーに設けられた第２の電源／信号端子とが互
いに電気的に接続されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、ラッチにホルダを締め付けるズームガイドを用いてバックセット距離を調節
することにより、バックセット距離の調節のための部品点数が減り、組立て過程が簡単で
ある他、部品の構造的な強度が補強されるという効果がある。
【００２０】
　また、本発明によるロック装置は、レバーの正方向及び逆方向への回転機能を有するこ
とから、様々なドアに適用可能であり、しかも、配設のし易さが向上するという効果があ
る。
【００２１】
　更に、本発明によるロック装置は、タイムロックを用いて、ドアが閉じているときにデ
ッドボルト機能の状態になり、ドアを開閉するときにラッチボルト機能を行っていて、ド
アが閉じる瞬間自動的にデッドボルト機能状態に切り換わるという効果がある。
【００２２】
　更にまた、本発明によるロック装置は、タイムロックに引っ掛かるタイムロック係止爪
に陥凹を形成して、ラッチがドア枠により付勢されたものの、ドアが閉じていない状態で
ドアがデッドボルト機能に切り換わることが防がれるという効果がある。
【００２３】
　これらに加えて、本発明によるドアロック装置は、ロック装置の連動孔に電源／信号端
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子を備えてロック装置に接続される内側及び外側レバーが互いに電気的に接続されて内側
及び外側のレバー間の電力の供給及びデータ通信が行えるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明によるデジタルドアロック装置をドアに配設した斜視図である。
【図２】本発明によるデジタルドアロック装置の分解斜視図である。
【図３】本発明によるロック装置の分解斜視図である。
【図４】図３におけるバックセット距離を調節する部分の分解斜視図である。
【図５】バックセット距離を調節するとき、ロック装置が変わる様子を示す斜視図である
。
【図６】バックセット距離を調節するとき、ロック装置が変わる様子を示す斜視図である
。
【図７】バックセット距離を調節するとき、ロック装置が変わる様子を示す斜視図である
。
【図８】バックセット距離を調節するとき、ロック装置が変わる様子を示す斜視図である
。
【図９】本体とブラケットの分離斜視図である。
【図１０】本発明によるロック装置の正方向及び逆方向への回転機能を実現するための本
体の内部構造を示す図である。
【図１１】本発明によるロック装置の正方向及び逆方向への回転機能を実現するための本
体の内部構造を示す図である。
【図１２】本発明によるロック装置の正方向及び逆方向への回転機能を実現するための本
体の内部構造を示す図である。
【図１３】本発明によるロック装置の正方向及び逆方向への回転機能を実現するための本
体の内部構造を示す図である。
【図１４】本発明によるロック装置の正方向及び逆方向への回転機能を実現するための本
体の内部構造を示す図である。
【図１５】本発明によるロック装置がデッドボルト機能状態にある様子を示す図である。
【図１６】本発明によるロック装置がデッドボルト機能状態にある様子を示す図である。
【図１７】本発明によるロック装置がラッチボルト機能状態にある様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、添付図面に基づき、本発明による実施形態を詳述する。
【００２６】
　本発明の構成及びそれによる作用効果は、以下の詳細な説明から明らかになる筈である
。
【００２７】
　本発明の詳細な説明に先立って、同じ構成要素に対しては、たとえ異なる図面の上に示
されているとしても、できる限り同じ符号を付し、公知の構成については、本発明の要旨
を曖昧にする虞があると認められる場合、その具体的な説明は省略するという点に留意す
べきである。
【００２８】
　図１は、本発明によるデジタルドアロック装置をドアに配設した斜視図であり、図２は
、本発明によるデジタルドアロック装置の分解斜視図である。
【００２９】
　図１及び図２を参照すると、デジタルドアロック装置は、大きく、内機１００、外機２
００及びロック装置３００を備える。
【００３０】
　内機１００は、ドア４００の内側に配設される装置であり、ドアの内壁に取り付けられ
、各種の電子部品及び回転構造体を内蔵した内側レバー固定具１１０、内側レバー固定具
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１１０に回転自在に取着された内側レバー１２０、内側レバー１２０により回転するよう
に内側レバー固定具１１０の内側の中心に配設された内側回転バー１３０などを備える。
【００３１】
　外機２００は、ドア４００の外側に配設される装置であり、内機１００の構成と略同様
である。外機２００は、ドアの外壁に取り付けられ、各種の電子部品及び回転構造体を内
蔵した外側レバー固定具２１０、外側レバー固定具２１０に回転自在に取着された外側レ
バー２２０、外側レバー２２０により回転するように外側レバー固定具２１０の内側の中
心に配設された外側回転バー２３０などを備える。
【００３２】
　ロック装置３００は、ドアの周縁に設けられた孔に嵌め込まれる装置であり、ラッチ１
０の前進又は後進動作に応じてドアをロックしたり、ドアロックを解除したりする役割を
果たす。本発明によるロック装置３００は、簡単な構成によりバックセット距離が調節可
能なドアズームアップラッチであり、これについては後述する。
【００３３】
　内機１００及び外機２００がドア４００の内外側に配設されるとき、内側回転バー１３
０及び外側回転バー２３０がロック装置３００の連動孔３０５に嵌め込まれ、連動孔３０
５に設けられた電源／信号端子３０７及び回転バー１３０、２３０に設けられた電源／信
号端子２３２が互いに電気的に接続される。これにより、内機１００に内蔵されたバッテ
リ（図示せず）の電圧が外機２００の電子部品に供給され、内機１００及び外機２００間
のデータ通信が行われる。
【００３４】
　図３は、本発明によるロック装置の分解斜視図であり、図４は、図３におけるバックセ
ット距離を調節する部分を示すものである。
【００３５】
　図３及び図４を参照すると、ロック装置３００は、大きく、ラッチ１０、ラッチ１０に
嵌合するホルダ２０、ホルダ２０が嵌め込まれる本体９０及び本体９０を覆うカバー９５
などを備える。本体９０には各種の機械部品が内蔵されており、その部品の種類及び動作
については後述する。
【００３６】
　本発明によるロック装置３００のバックセット距離の調節部分は、従来の技術に比べて
、部品点数が減り、組立て過程が簡単である他、部品の構造的な強度が補強されている。
【００３７】
　ホルダ２０は、その前端にラッチ１０に嵌合するラッチ嵌合部２３を備え、ラッチ嵌合
部２３には長手方向に４５°の傾斜面２２が形成されている。傾斜面２２には、ズームガ
イド１１が嵌め込まれるバックセット調整溝２１が所定の間隔（５ｍｍｍ）で形成されて
いる。
【００３８】
　ズームガイド１１がバックセット調整溝２１ａに嵌め込まれると、バックセット距離が
６０ｍｍに調節され、ズームガイド１１がバックセット調整溝２１ｂに嵌め込まれると、
バックセット距離が６５ｍｍに調節され、ズームガイド１１がバックセット調整溝２１ｃ
に嵌め込まれると、バックセット距離が７０ｍｍに調節される。
【００３９】
　ラッチ１０にホルダ２０が締め付けられると、ラッチ１０のズームガイド溝１２に嵌合
したズームガイド１１がバックセット調整溝２１に嵌め込まれて、ラッチ１０とホルダ２
０との間に配置されたズームばね１５によりラッチ１０を押し出す力を受けてズームガイ
ド１１がラッチ１０をホルダ２０に固定する。
【００４０】
　図５から図８は、バックセット距離を調節するときにロック装置が変わる様子を示す図
であり、図９は、本体とブラケットの分離斜視図である。
【００４１】



(7) JP 2017-201128 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

　図５から図９を参照すると、バックセット距離６０ｍｍの状態は、ズームガイド１１が
バックセット調整溝２１ａに嵌め込まれた状態であり（図５参照）、ユーザがブラケット
１６を反時計回り方向に４５°回転させると、ブラケット１６がラッチ１０を回転させ、
ラッチ１０に締め付けられたズームガイド１１も回転してラッチ嵌合部２３の傾斜面２２
の傾斜と一致して係止が解除されてバックセット調整溝２１ａから抜脱される（図６参照
）。
【００４２】
　係止の解除されたラッチ１０はズームばね１５により前方に突出され（図７参照）、ユ
ーザが調節しようとするバックセット距離に応じてズームガイド１１をバックセット調整
溝２１ｂ又はバックセット調整溝２１ｃに位置させてブラケット１６を再び時計回り方向
に４５°回転させると、ズームガイド１１が当該バックセット調整溝２１に嵌め込まれて
ラッチ１０を固定する（図８参照）。このような過程により、ラッチ１０とホルダ２０と
の間の間隔がバックセット距離に見合う分だけ広くなる。
【００４３】
　図９におけるブラケット１６の回転によるバックセット距離の調節について具体的に説
明すると、まず、ブラケット１６が本体９０に締め付けられるとき、ブラケットシリンダ
１７の内部のシリンダガイド１８が本体９０の第１のガイド溝１０３に沿って第２のガイ
ド溝１０１に進入し、第２のガイド溝１０１に沿って移動して締め付け溝１０２に係合す
る。
【００４４】
　バックセット距離の調節に際しては、ブラケット１６を回転させてシリンダガイド１８
が締め付け溝１０２から抜脱されて第２のガイド溝１０１に進入すると、シリンダガイド
１８を第２のガイド溝１０１に沿って移動させてシリンダガイド１８が所望のバックセッ
ト距離に対応する締め付け溝１０２に入りこんで締め付けられるようにする。
【００４５】
　バックセット距離が６０ｍｍの状態では、シリンダガイド１８が図５の（ｂ）のように
位置し、ブラケット１６を４５°回転させると、シリンダガイド１８が図６の（ｂ）のよ
うに第２のガイド溝１０１に位置し、ラッチ１０がバックセット距離７０ｍｍに見合う分
だけ突出されると、シリンダガイド１８が図７の（ｂ）のように移動される。次いで、ブ
ラケット１６を反対に４５°回転させると、図８の（ｂ）のように、シリンダガイド１８
がバックセット距離７０ｍｍに対応する締め付け溝１０２に締め付けられることにより、
本体９０とブラケット１６が離れて固定される。バックセット距離を短縮させるためには
、上記の過程とは逆順に行えばよい。
【００４６】
　ドアロックの配設に際して、左手ドア又は右手ドアに応じてドアロックレバーの回転方
向が反対となる。本発明によるロック装置３００は、レバーの正方向及び逆方向への回転
機能を有することから、様々なドアに適用可能であり、しかも、配設し易さが向上する。
【００４７】
　図１０から図１４は、本発明によるロック装置の正方向及び逆方向への回転機能を実現
するための本体の内部構造を示すものである。
【００４８】
　図１０は、ドアロックのレバーを回転させる前の初期の状態を示すものであり、リンク
アーム５０は、リンクアームばね５５により図１０の状態を維持してラッチ１０が本体９
０の内部に移動する力を受ける場合、ホルダストッパ２５がリンクアームストッパ５２に
引っ掛かってラッチ１０が本体９０の内部に入り込まれないデッドボルト状態になる。
【００４９】
　ユーザによりドアロックのレバーが正方向（反時計回り方向）に回転すると、図１１に
示すように、レバーによりカム６０が回転してカム６０に配設された第１のカム突出部６
１がリンクアーム５０の第１の接触面５３を押してリンクアーム５０が回転すると、リン
クアーム５０のリンクアームストッパ５２が回転する。
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【００５０】
　リンクアームストッパ５２が回転してリンクアームストッパ５２により移動の阻止され
たホルダストッパ２５がリンクアームストッパ５２に引っ掛からない状態になってロック
が解除される。レバーを回転させ続けると、リンクアーム５０がアーム４０の第１の面４
１を押してアーム４０が回転し、アーム４０の第２の面４２がホルダストッパ２５を押し
てホルダ２０が本体９０の内部に入り込む（図１２参照）。
【００５１】
　今回は、ユーザによりドアロックのレバーが逆方向（時計回り方向）に回転すると、図
１３に示すように、レバーによりカム６０が回転してカム６０に配設された第２のカム突
出部６２がカウンタアーム７０の第１の面７１を押してカウンタアーム７０が回転しなが
らカウンタアーム７０の第２の面７２がリンクアーム５０の第２の接触面５４を押す。
【００５２】
　すると、レバーの正方向への回転と同様に、リンクアームストッパ５２が回転してリン
クアームストッパ５２により移動の阻止されたホルダストッパ２５がリンクアームストッ
パ５２に引っ掛からない状態になってロックが解除される。また、レバーを回転させ続け
ると、リンクアーム５０がアーム４０の第１の面４１を押してアーム４０が回転し、アー
ム４０の第２の面４２がホルダストッパ２５を押してホルダ２０が本体９０の内部に入り
込む（図１４参照）。
【００５３】
　このように、ドアロックのレバーが正方向に回転せよ、逆方向に回転せよ、ホルダスト
ッパ２５のロック状態が解除されてホルダストッパ２５によりホルダ２０が本体９０の内
部に入り込むことにより、ドアロックレバーの正方向及び逆方向への回転が両方とも可能
になる。
【００５４】
　また、本発明によるロック装置３００は、ドアが閉じた状態でラッチ１０がデッドボル
ト状態にあるようにし、ドアを開閉する過程ではラッチ１０がラッチボルト機能を行い、
ドアが閉じる瞬間ラッチボルト機能からデッドボルト機能に自動的に切り換わるようにす
る。
【００５５】
　図１５及び図１６は、ドアが閉じている状態であり、本発明によるロック装置がデッド
ボルト機能状態にある様子を示すものであり、図１７は、ドアが開いている状態であり、
本発明によるロック装置がラッチボルト機能状態にある様子を示すものである。
【００５６】
　図１５及び図１６において、タイムロック８０は、タイムロックばね８２によりホルダ
２０のレール２７に接触するように力を受けている状態であり、タイムロック８０の長手
方向の部材に形成されたタイムロック突起８１がレール２７に接触されている。
【００５７】
　ドアロックのレバーを回転させてドアを開けると、ラッチ１０は、図１２又は図１４に
示すように、本体９０の内部に最大限に移動され、タイムロック突起８１は、レール２７
に沿って移動してレール２７の端部まで達し、ドアロックのレバーを離すと、ホルダばね
９１によりラッチ１０及びホルダ２０が本体９０の外部に突出されてタイムロック突起８
１がタイムロック係止爪２９の第１の面３０を通ってタイムロック係止爪２９の第２の面
３１に引っ掛かる（図１７参照）。このような状態が１段突出状態であり、ラッチボルト
機能状態である。
【００５８】
　１段突出状態でユーザがドアを押しながら閉めると、ラッチ１０の傾斜面がドアのドア
枠にぶつかって滑りながらラッチ１０が本体９０の内部に移動される。
【００５９】
　このとき、タイムロック突起８１は、タイムロック係止爪２９のガイド面３４に沿って
タイムロックばね８２の力により移動してタイムロック係止爪２９に接したレール２７に
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によりラッチ１０が突出されてタイムロック突起８１がレール２７に沿って移動しながら
図１５及び図１６に示す状態に戻る。このような状態が２段突出状態であり、上述したよ
うに、デッドボルト機能状態である。
【００６０】
　図１６及び図１７において、ラッチ１０が本体９０の内部に入り込んだ度合いを見ると
、１段突出状態（ラッチボルト機能状態）よりも２段突出状態（デッドボルト機能状態）
でラッチ１０が更に多く突出されていることが分かる。
【００６１】
　ラッチ１０の傾斜面がドアのドア枠にぶつかって滑りながらタイムロック突起８１がタ
イムロック係止爪２９のガイド面３４に沿ってタイムロックばね８２の力により移動する
とき、タイムロック係止爪２９の表面に形成された陥凹３２を通るが、この陥凹３２は、
タイムロック突起８１の移動を遅延させる機能を行う。
【００６２】
　ラッチ１０の傾斜面がドアのドア枠にぶつかって滑っていて、ドアを押す力が弱くてラ
ッチ１０がドアのドア枠孔に入り込まれなければ、ドアが閉じられなくなる。このように
ドアが閉じていないにも拘わらず、タイムロック突起８１が、図１５及び図１６に示すよ
うに、レール２７に接触することにより、ロック装置３００がデッドボルト機能状態に入
り込むという問題が生じるため、ドアを押す力が弱い場合、陥凹３２を用いてタイムロッ
ク突起８１の移動を防いでデッドボルト機能状態になることを防ぐことができる。
【００６３】
　以上の説明は、本発明を例示的に説明したものに過ぎず、本発明が属する技術分野にお
いて通常の知識を有する者により本発明の技術的思想から逸脱しない範囲内において様々
に変形可能であるということはいうまでもない。
【００６４】
　よって、本発明の明細書に開示されている実施形態は、本発明を限定するものではない
。本発明の範囲は、下記の特許請求の範囲により解釈されなければならず、これと均等な
範囲内にあるあらゆる技術も本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、バックセット距離を調節することができ、正方向及び逆方向への回転が両方
とも行え、しかも、デッドボルト及びラッチボルト機能を有するロック装置に関するもの
であり、機械的又は電気的なドアロック装置に広く適用可能である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０…ラッチ、２０…ホルダ、９０…本体、３００…ロック装置。



(10) JP 2017-201128 A 2017.11.9

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 2017-201128 A 2017.11.9

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 2017-201128 A 2017.11.9

【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(13) JP 2017-201128 A 2017.11.9

【図１５】 【図１６】

【図１７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

